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Ⅰ 検査目的及び項目 

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号。以下「法」という。）第２８条第１項の規定に基づき実施する試験研究の用に供

する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３２年総理府令第８３号。以下「試験炉

規則」という。）第３条の４第４号に係る使用前検査について、法第２７条第１項の規定に

基づき試験研究用等原子炉に係る設計及び工事の方法を認可した申請（以下「設工認申請

書」という。）に従い、製作、据付され、所定の性能を有しており、原子力規制委員会の定

める技術上の基準に適合していることを確認するもので、以下の検査を実施する。 

なお、原子力規制委員会で定める技術上の基準とは、試験研究の用に供する原子炉等の

性能に係る技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第２３号。以下「性

能の技術基準」という。）のうち第６条、第６条の３第１項及び第７条第１項である。 

 

1.材料検査 

2.寸法検査 

3.据付検査 

4.配置検査 

5.外観検査 

6.性能検査 

7.設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査 

8.品質管理の方法等に関する検査 

 

Ⅱ 検査場所 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 ＪＲＲ－３原子炉施設 

 

Ⅲ 検査範囲 

1.検査対象設備及び範囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

 

2.認可関係 

認可年月日及び認可番号 

平成３１年４月５日付け原規規発第１９０４０５１号 

 

Ⅳ 検査方法 

1.材料検査 
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(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

(2) 検査手順 

設工認申請書に記載された材料が使用されていることを、申請者の品質記録により確

認する。詳細は添付資料－2「表１～表３」を参照のこと。 

① 鋼材 

② 高力ボルト 

③ 貫通ボルト 

④ 接着系アンカーボルト 

⑤ あと施工アンカー（接着系・カプセル型） 

⑥ 突針 

⑦ 突針支持物 

 

2.寸法検査 

(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

(2) 検査手順 

主要材料の寸法が、設工認申請書に記載された寸法であることを、申請者の品質記録

により確認する。詳細は添付資料－2「表２、図１２及び図１３」を参照のこと。 

① 鉄骨部材の断面寸法 

② 貫通ボルトの外径（呼び径） 

③ 接着系アンカーボルトの外径（呼び径） 

④ 突針及び突針支持物の組み合わせ長さ 

 

3.据付検査 

(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

(2) 検査手順 

① 貫通ボルト及び接着系アンカーボルトが、設工認申請書に示す本数施工され、据付

状態に異常がないことを、申請者の品質記録により確認する。詳細は添付書類－2「図

１３」を参照のこと。 
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② アンカーボルトの埋め込み長さが、設工認申請書に示された値以上で施工されてい

ることを、申請者の品質記録により確認する。詳細は添付書類－2「図１３」を参照の

こと。 

 

4.配置検査 

(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

(2) 検査手順 

① 鋼材、貫通ボルト及び接着系アンカーボルトが、添付書類－2「図１３」に示す位置

に配置されていることを、申請者の品質記録により確認する。 

② 避雷設備が、設工認申請書のとおり施工されていることを、立会により確認する。

詳細は添付書類－2「図９～図１１」を参照のこと。 

 

5.外観検査 

(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

(2) 検査手順 

① 鉄骨の表面に有害な傷等の異常がないことを、立会又は申請者の品質記録により確

認する。 

② 突針及び突針支持物の表面に有害な傷等の異常がないことを、立会により確認する。 

③ 避雷導線の表面に有害な傷等の異常がないこと、避雷導線の接続部にゆるみ等の異

常がないことを立会により確認する。 

 

6.性能検査 

(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校正が適切に行われ、有効

期限内であることを校正記録により確認する。 

(2) 検査手順 

接地極の各接地抵抗値が、設工認申請書に示す値であることを立会により確認する。

詳細は添付書類－2「表２」を参照のこと。 

 

7.設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査 

(1) 検査前確認事項 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 
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② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 

(2) 検査手順 

設計の変更が生じた構築物等について、設工認申請書に従って行われ、下記の性能の

技術基準への適合性が確認されていることを、申請者の品質記録により確認する。 

・試験研究用等原子炉施設の地盤（第６条） 

・地震による損傷の防止（第７条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第９条第１項） 

 

8.品質管理の方法等に関する検査 

(1) 検査前確認事項 

法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準備

されていることを確認する。 

(2) 検査手順 

設工認申請書に定められた品質保証計画書に基づき、工事及び検査に係る申請者の保

安活動が行われていることについて、工事の特徴を踏まえ次の項目を確認する。 

①品質保証の実施に係る組織 

・工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境が確保

され、申請者部門間及び供給者との間の責任及び権限が明確にされ、体制の構築、

情報伝達等が設工認申請書に従って行われていること。 

・供給者の選定や管理が設工認申請書に従って行われていること。 

②保安活動の計画 

・工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び①の体制、情報伝達等が申請者関

係部門及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における

監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画（手順

や合否判定基準を含む。）が定められていること。 

・①の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても設工認申請書に従って

定められていること。 

③保安活動の実施 

・工事及び検査が②の計画に従って漏れなく実施されていること。また、調達物品や

役務に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査につい

ても設工認申請書に従って行われていること。 

④保安活動の評価 

・調達物品や役務、原子力施設が要求事項に適合していることを実証するため、②の

計画に従って漏れなく監視、測定、試験及び検査が行われていることを評価してい

ること。また、不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者への報告について

も②の計画に従って行われていること。 

⑤保安活動の改善 

・予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が
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実施されていること。 

 

Ⅴ 判定基準 

1.材料検査 

設工認申請書（添付資料－2「表１～表３」参照）に記載された材料が使用されている

こと。 

 

2.寸法検査 

主要材料の寸法が、設工認申請書（添付資料－2「表２、図１２及び図１３」参照）に

記載された寸法であること。 

 

3.据付検査 

① 貫通ボルト及び接着系アンカーボルトが、設工認申請書（添付書類－2「図１３」参

照）に示す本数施工され、据付状態に異常がないこと。 

② アンカーボルトの埋め込み長さが、設工認申請書（添付書類－2「図１３」参照）に

示された値以上で施工されていること。 

 

4.配置検査 

① 鋼材、貫通ボルト及び接着系アンカーボルトが、添付書類－2「図１３」に示す位置

に配置されていること。 

② 避雷設備が、設工認申請書（添付書類－2「図９～図１１」参照）のとおり施工され

ていること。 

 

5.外観検査 

① 鉄骨の表面に有害な傷等の異常がないこと。 

② 突針及び突針支持物の表面に有害な傷等の異常がないこと。 

③ 避雷導線の表面に有害な傷等の異常がないこと、避雷導線の接続部にゆるみ等の異

常がないこと。 

 

6.性能検査 

接地極の各接地抵抗値が、設工認申請書（添付資料－2「表２」参照）に示す値である

こと。 

 

7.設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基準に適合していること。 

・試験研究用等原子炉施設の地盤（第６条） 

・地震による損傷の防止（第７条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第９条第１項） 
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8.品質管理の方法等に関する検査 

工事及び検査に係る保安活動が、設工認申請書に定められた品質管理の方法等に関す

る事項に従って行われていること。 

 

Ⅵ その他 

設工認申請書に記載されている試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する

規則（昭和３２年総理府令第８３号）第３条の４第５号に基づく試験研究用等原子炉施設

の性能検査をもって終了とする。 

 

Ⅶ 添付資料 

添付資料－1 立会区分表 

添付資料－2 関連図書（設工認申請書等をもとに作成したものである。） 

表１ 主要材料仕様 

表２ 避雷設備仕様 

表３ 鋼材等の種類 

図１ 原子炉建家立面図 0°方向 

図２ 原子炉建家立面図 90°方向 

図３ 原子炉建家立面図 180°方向 

図４ 原子炉建家立面図 270°方向 

図５ 原子炉建家断面図 

図６ 原子炉建家屋根伏図 

図７ 原子炉建家クレーンレベル平面図(FL+19,000) 

図８ 原子炉建家屋根ドーム伏図 

図９ 避雷設備詳細取合図 

図１０ 原子炉建家立面図 90°方向避雷設備保護角 

図１１ 原子炉建家立面図 180°方向避雷設備保護角 

図１２ 原子炉建家 部材リスト 

図１３ 原子炉建家 補強ドーム詳細図 

添付資料－3 使用前検査成績書様式 

 

 

 



 

立 会 区 分 表 

 

施 設 名 機器等の名称 
耐震 

クラス 

立会区分 

材料 寸法 据付 配置 外観 性能 
設計変更の生じた構築物等

に対する適合性確認結果 

原子炉格納

施設 

試験研究用等原子

炉施設の一般構造 

耐震構造 

原子炉建家屋根 B B B B A/B A/B A B 

備考 

［記号説明］ A：立会検査、A/B：抜取立会検査、B：記録検査 

添
付

資
料
－

1

-
 
7
 
- 
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表１ 主要材料仕様 

部位 材料仕様 備考 

支柱 

鋼 材：SM490A（JIS G 3106） 

SN490B（JIS G 3136） 

SS400（JIS G 3101） 

高 力 ボ ル ト：F10T（JIS B 1186） 

S10T（大臣認定品） 

貫 通 ボ ル ト：ABR 400（JIS B 1220） 

あと施工アンカーボルト：SS400（JIS G 3101） 

 

屋根 

鋼 材：SM490A（JIS G 3106） 

SS400（JIS G 3101） 

SMA490AW（JIS G 3114） 

高 力 ボ ル ト：F10T（JIS B 1186） 

S10T（大臣認定品） 

SHTB（大臣認定品） 

 

 

表２ 避雷設備仕様 

名称 避雷設備 

設置場所 屋外部 

仕様 

JIS A 4201-1992 

保護角法 60° 

設備構成 
突針、突針支持物、避雷導線、 

接地極※１ 

組み合わせ長さ※２ 8,408mm 

突針 
規格 国土交通省 LR-1 型突針 

寸法 458mm 

突針支持物 

材料 STK400 

規格 JIS G 3444 

寸法 8,000mm 

避雷導線 銅線 

接地極※１ 

3 か所 

単独接地抵抗 50Ω以下 

総合接地抵抗 10Ω以下 

※１既設接地極を用いる（試験用端子箱含む）。 

※２組み合わせ長さとは突針と突針支持物を接続（接合長さ 50mm）した長さである。 

  

添付資料－2(1/21) 
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表３ 鋼材等の種類 

部材 材料 備考 

鋼材 

SN490B（支柱） JIS G 3136 

SM490A（トラス） JIS G 3106 

SMA490AW（トラス） JIS G 3114 

SS400（トラス、屋根） JIS A 3101 

F10T（高力ボルト） JIS B 1186 

S10T（高力ボルト） 大臣認定品 

SHTB（高力ボルト） 大臣認定品 

ABR400（貫通ボルト） JIS B 1220 

SS400（あと施工アンカーボルト） JIS G 3101 

あと施工アンカー 

（接着系・カプセル型） 
M24 用 JCAA 認証品 

 

  

添付資料－2(2/21) 
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図６ 原子炉建家屋根伏図 

  

添付資料－2(8/21) 
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図７ 原子炉建家クレーンレベル平面図(FL+19,000) 

  

添付資料－2(9/21)
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図８ 原子炉建家屋根ドーム伏図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 避雷設備詳細取合図  

添付資料－2(10/21)
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図１０ 原子炉建家立面図 90°方向避雷設備保護角 

  

添付資料－2(11/21) 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 原子炉建家立面図 180°方向避雷設備保護角 
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国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 

原 子 力 科 学 研 究 所 

原 子 炉 施 設 （ Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 ） 

使 用 前 検 査 成 績 書 (そ の ２ - 2 ) 
 

〔原子炉格納施設〕 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会 
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使 用 前 検 査 成 績 書 

事 業 者 及 び 事 業 者 名 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

検 査 場 所 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 ＪＲＲ－３原子炉施設 

申請年月日及び申請番号  

検 査 項 目 検査年月日 結果 摘要 

別紙－１のとおり 別紙－１のとおり  
別紙－１ 

のとおり 

原 子 力 施 設 検 査 官 

 

検 査 立 会 責 任 者 

（役職名） 

 

備    考 

設工認申請書に記載されている試験研究の用に供する原子

炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３２年総理府令第８３

号）第３条の４第５号に基づく試験研究用等原子炉施設の性能

検査をもって終了とする。 
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検 査 項 目 検査年月日 結果 摘要 

材 料 検 査 年  月  日  
別紙－２，３ 

のとおり 

寸 法 検 査 年  月  日  
別紙－４，５ 

のとおり 

据 付 検 査 年  月  日  
別紙－６，７ 

のとおり 

配 置 検 査 年  月  日  
別紙－８，９ 

のとおり 

外 観 検 査 年  月  日  
別紙－１０，１１ 

のとおり 

性 能 検 査 年  月  日  
別紙－１２，１３ 

のとおり 

設 計 変 更 の 生 じ た 

構 築 物 等 に 対 す る 

適合性確認結果の検査 

年  月  日  
別紙－１４，１５ 

のとおり 

品 質 管 理 の 方 法 等 

に 関 す る 検 査 
年  月  日  

別紙－１６，１７ 

のとおり 

 

  

別紙－１
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：材料検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－２
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材料検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

設工認申請書（使用前検査要領書の添付資料－2「表１～表３」

参照）に記載された材料が使用されていること。 
  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

  

別紙－３
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：寸法検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校

正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により

確認する。 

記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－４
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寸法検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

主要材料の寸法が、設工認申請書（使用前検査要領書の添付資

料－2「表２、図１２及び図１３」参照）に記載された寸法であ

ること。 

  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

  

別紙－５



- 36 - 

検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：据付検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校

正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により

確認する。 

記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－６
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据付検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

① 貫通ボルト及び接着系アンカーボルトが、設工認申請書（使

用前検査要領書の添付書類－2「図１３」参照）に示す本数施

工され、据付状態に異常がないこと。 

  

② アンカーボルトの埋め込み長さが、設工認申請書（使用前検

査要領書の添付書類－2「図１３」参照）に示された値以上で

施工されていること。 

  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

  

別紙－７
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：配置検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－８
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配置検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

① 鋼材、貫通ボルト及び接着系アンカーボルトが、使用前検査

要領書の添付書類－2「図１３」に示す位置に配置されている

こと。 

  

② 避雷設備が、設工認申請書（使用前検査要領書の添付書類－

2「図９～図１１」参照）のとおり施工されていること。 
  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

  

別紙－９
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：外観検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－１０
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外観検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

① 鉄骨の表面に有害な傷等の異常がないこと。   

② 突針及び突針支持物の表面に有害な傷等の異常がないこ

と。 
  

③ 避雷導線の表面に有害な傷等の異常がないこと、避雷導線

の接続部にゆるみ等の異常がないこと。 
  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

  

別紙－１１
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：性能検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

③ 使用する検査用計器が必要な測定範囲及び精度を有し、校

正が適切に行われ、有効期限内であることを校正記録により

確認する。 

記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－１２
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性能検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

接地極の各接地抵抗値が、設工認申請書（使用前検査要領書の

添付資料－2「表２」参照）に示す値であること。 
  

備 考 

本検査で使用した検査用計器を別紙－１８、本検査で確認した申請者の品質記録等を別

紙－１９に示す。 

 

・立会検査記録 

測定場所 
単独接地抵抗値 

(Ω) 

総合接地抵抗値 

(Ω) 
備考 
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。 記録  

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。 記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

別紙－１４



- 45 - 

設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査記録 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 結 果 検査方法 

設工認申請書に従って行われ、下記の性能の技術基準に適合

していること。 

・試験研究用等原子炉施設の地盤（第６条） 

・地震による損傷の防止（第７条第１項） 

・外部からの衝撃による損傷の防止（第９条第１項） 

  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

 

 

別紙－１５
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検査前確認事項 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検査項目：品質管理の方法等に関する検査 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

確  認  事  項 確認方法 結果 

法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申請者の品質記

録及びエビデンスが準備されていることを確認する。 
記録  

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 

  

別紙－１６
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品質管理の方法等に関する検査記録 

 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

検 査 範 囲 

原子炉格納施設のうち 

試験研究用等原子炉施設の一般構造のうち 

耐震構造のうち 

原子炉建家屋根 

判 定 基 準 検査結果 

工事及び検査に係る保安活動が、設工認申請書に定められた品質管理の方

法等に関する事項に従って行われていること。 
 

総
合
所
見 

 

品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見 

１品質保証の実施に係る組織 

２保安活動の計画 

３保安活動の実施 

４保安活動の評価 

５保安活動の改善 

備 考 

本検査で確認した申請者の品質記録等を別紙－１９に示す。 
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使用計測器一覧表 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

 

検査項目 機器名称 計器番号 測定範囲 精度 
校正年月日 

備考 
校正有効期限 
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記 録 一 覧 表 

検査年月日         年    月    日 

検 査 場 所  Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 原 子 炉 施 設 

No. 確認した書類の名称 文書番号、制定年月日等 備 考* 

    

＊備考欄の記載について 

(材)：材料検査、(寸)：寸法検査、(据)：据付検査、(配)：配置検査、(外)：外観検査、(性)：

性能検査、(適)：設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査、(品)：品質管

理の方法等に関する検査 
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